
◎港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律 
（平成一七年五月二○日法律第四五号）   

一、提案理由（平成一七年四月一三日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました港湾の活性化のための港湾法等の一部を改

正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国の経済活動を支える港湾については、近年、近隣のアジア諸港がコンテナ取扱

量を急激に増加させる中で、我が国コンテナ港湾は相対的地位を低下させていることか

ら、その運営の効率化による国際競争力の強化が急務となっているほか、全国の港湾に

おいては、規制の見直しを通じて質の高い物流サービスを提供できる環境を整備し、利

便性の一層の向上を図ることへの要請が高まっております。 

 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第で

ございます。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、特定重要港湾であって、大規模な国際コンテナ埠頭を有するもののうち、当

該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により国際競争力の強化を図ることが特に重要なも

のを指定特定重要港湾として指定し、特定国際コンテナ埠頭の運営者に対し、特定国際

コンテナ埠頭を構成する行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設すると

ともに、各港湾管理者が条例により定めている入出港届の様式を、国土交通省令におい

て定めることとしております。 

 第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、

需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事

前届け出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 

 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点か

ら、夜間入港規制を廃止することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年四月一九日） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、港湾の国際競争力の強化及び利便性の向上を通じて港湾の活性化を促進する

ため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、国際競争力の強化のために特に重要な港湾を指定特定重要港湾として指定す

るとともに、この港湾の国際コンテナ埠頭の運営者に対する港湾に係る行政財産等の貸

付制度及び無利子資金の貸付制度を創設すること、 

 第二に、各港湾の入出港届の様式を国土交通省令により統一すること、 



 第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について事

業参入を免許制から許可制にするなど、港湾運送事業の規制緩和を全国の港湾に拡大す

ること、 

 第四に、船舶の夜間入港規制を廃止すること 

などであります。 

 本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、翌十三日北側国土交通大臣から提案理

由の説明を聴取し、十五日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結

果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 指定特定重要港湾においては、国際物流拠点の機能強化に加え、モーダルシフト推

進の観点から、内航海運活性化、航路や道路の整備、鉄道輸送との連携等が図られる

よう必要な措置を講じること。また、その実施に当たっては、周辺の環境に十分配慮

すること。 

二 港湾が地域の経済活性化や産業再生など重要な役割を担っていることにかんがみ、

指定特定重要港湾以外の港湾についても、引き続き機能強化に努めること。 

三 各港湾の入出港届の様式を統一するに当たっては、利用者の混乱を招くことがない

よう十分に周知を図るなど万全の体制をとること。 

四 特定港湾以外の港湾において、運賃・料金の規制緩和によってダンピングが起きな

いよう、料金変更命令や緊急監査制度の活用等により、適切な措置を講じること。ま

た、関係各省が連携して、船社・荷主に対しても適切な措置を講じるよう努めること。 

五 特定港湾以外の港湾での規制緩和の実施に当たっては、港湾労働者に過度のしわ寄

せが及ばないよう良好な労働条件の確保に配慮する等必要な労働環境の整備に努める

こと。また、港湾労働者の福利厚生等に使われている関係者の拠出金について、規制

緩和後も、安定した維持・運営が図られるよう努めること。 

六 特定港湾以外の港湾における規制緩和に伴い、悪質事業者の参入による混乱が生じ

ないよう適切な措置を講じること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一七年五月一三日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利

便性の向上を通じて港湾の活性化を促進するための措置を講じようとするものでありま

す。 



 委員会におきましては、スーパー中枢港湾施策の意義と効果、同施策における内航海

運等との連携強化、港湾関係諸手続のワンストップ化の一層の促進、規制緩和に伴う港

湾労働者の雇用労働環境の安定化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録

によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年五月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。 

一、指定特定重要港湾の整備に当たっては、既存ストックの活用なども含め、投資の重

点化・効率化に努めるとともに、適切な評価・公表を行い、その評価結果を踏まえた

的確な対応がなされるよう努めること。 

  あわせて、指定特定重要港湾以外の港湾においては、その広域的な機能分担、管理

者の事務手続の省力化等が促進されるよう、航路再編の進展を踏まえつつ、機能の見

直し・強化に向けた環境整備に努めること。 

二、モーダルシフトを推進し、複合一貫輸送を担う物流企業による高レベルの輸送展開

に十分応えられるよう、内航海運輸送の活性化、港湾アクセス道路の整備、鉄道輸送

との連携等に係る必要な措置を講ずること。また、リードタイム縮減や港湾関係諸手

続の簡素合理化に向け、港湾物流情報プラットフォームの構築、利用拡大に努める等

関係者間の一層の連携を図ること。 

三、特定港湾以外の港湾における規制緩和については、各港湾の特性に配慮した対応に

努めること。また、運賃・料金の規制緩和によって混乱が生じないよう環境整備を行

うとともに、港湾労働者の良好な労働環境の整備及びその福利厚生事業等に係る拠出

金の安定した維持・運営が図られるよう努めること。 

四、港湾利用者への安全対策の啓発、航行の安全に関する情報提供の充実及び規則遵守

の徹底に努めるとともに、港湾施設の耐震化の促進、災害時における港湾の相互利用

体制の整備等危機管理対策に万全を期すこと。 

  右決議する。 


